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保険証の様式の一部変更について 

 

平成３０年度から国民健康保険の資格管理が都道府県単位となったことに伴い、平成３０年１０月

更新時より、下記のとおり、保険証の様式が一部変更になります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「群馬県国民健康保険被保険者証」 

  →被保険者証名に都道府県名を記載します。 

②「適用開始年月日」 

  →前橋市での資格管理の開始日を指します。 

③「交付者名」 

  →保険証の交付はこれまでどおり 

前橋市が行います。 

④「記号番号」 

  →記号番号の区分けをわかりやすくするため、 

表記を変更します。 

 

※ 発送予定日 平成３０年９月４日（火） 

※ 有効期限  平成３１年９月３０日（月） 

報告事項エ関連 
 


